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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成25年4月25日(2013.4.25)

【公開番号】特開2012-221532(P2012-221532A)
【公開日】平成24年11月12日(2012.11.12)
【年通号数】公開・登録公報2012-047
【出願番号】特願2011-86600(P2011-86600)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/60     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  21/21     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   5/60    　　　Ｐ
   Ｇ１１Ｂ  21/21    １０１Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月11日(2013.3.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドスライダが実装されるヘッド部から外部接続基板が連結されるテール部に延びる
サスペンション用基板であって、前記ヘッド部と前記テール部との間でアクチュエータ素
子が実装されるサスペンション用基板において、
　絶縁層と、
　前記絶縁層の一方の面に設けられた金属支持層と、
　前記絶縁層の他方の面に設けられた配線層であって、実装される前記アクチュエータ素
子に接続される一対の素子配線と、前記テール部に設けられ、前記素子配線用の一対の素
子端子と、を有する配線層と、
　一対の前記素子端子を互いに接続した端子接続構造部と、を備えたことを特徴とするサ
スペンション用基板。
【請求項２】
　一対の前記素子配線と前記端子接続構造部との間に、一対の前記素子配線を互いに接続
した配線接続構造部が設けられ、
　前記配線接続構造部と前記端子接続構造部とは、共通配線を介して接続されていること
を特徴とする請求項１に記載のサスペンション用基板。
【請求項３】
　前記端子接続構造部は、前記配線接続構造部と一対の前記素子端子との間に配置されて
いることを特徴とする請求項２に記載のサスペンション用基板。
【請求項４】
　前記端子接続構造部は、一対の前記素子端子に対して前記ヘッド部とは反対側に配置さ
れていることを特徴とする請求項２に記載のサスペンション用基板。
【請求項５】
　前記金属支持層は、金属支持層本体と、前記金属支持層本体から分離された金属支持層
分離体と、を有し、
　前記絶縁層に、当該絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記端子接続構造部は、前記金属支持層分離体と一対の前記導電接続部とにより構成さ
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れ、
　前記素子端子の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記金属支持層分離体に接続
されて、一対の前記素子端子が互いに接続されていることを特徴とする請求項３または４
に記載のサスペンション用基板。
【請求項６】
　前記金属支持層は、前記金属支持層本体から分離された第２の金属支持層分離体を更に
有し、
　前記絶縁層に、当該絶縁層を貫通する一対の第２の導電接続部が設けられ、
　前記配線接続構造部は、前記第２の金属支持層分離体と一対の前記第２の導電接続部と
により構成され、
　前記素子配線の各々は、対応する前記第２の導電接続部を介して前記第２の金属支持層
分離体に接続されて、一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求
項５に記載のサスペンション用基板。
【請求項７】
　前記配線層上に、第２の絶縁層を介して積層配線部が設けられ、
　前記第２の絶縁層に、当該第２の絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記端子接続構造部は、前記積層配線部と一対の前記導電接続部とにより構成され、
　前記素子端子の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記積層配線部に接続されて
、一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求項３または４に記載
のサスペンション用基板。
【請求項８】
　前記第２の絶縁層上に第２の積層配線部が設けられ、
　前記第２の絶縁層に、当該第２の絶縁層を貫通する一対の第２の導電接続部が設けられ
、
　前記配線接続構造部は、前記第２の積層配線部と一対の前記第２の導電接続部とにより
構成され、
　前記素子配線の各々は、対応する前記第２の導電接続部を介して前記第２の積層配線部
に接続され、一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求項７に記
載のサスペンション用基板。
【請求項９】
　前記配線接続構造部は、実装される前記アクチュエータ素子の近傍に配置されているこ
とを特徴とする請求項３乃至８のいずれかに記載のサスペンション用基板。
【請求項１０】
　前記端子接続構造部は、一対の前記素子配線と一対の前記素子端子との間に配置され、
　前記端子接続構造部に、一対の前記素子配線が接続されていることを特徴とする請求項
１に記載のサスペンション用基板。
【請求項１１】
　前記金属支持層は、金属支持層本体と、前記金属支持層本体から分離された金属支持層
分離体と、を有し、
　前記絶縁層に、当該絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記端子接続構造部は、前記金属支持層分離体と一対の前記導電接続部とにより構成さ
れ、
　前記素子端子の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記金属支持層分離体に接続
されて、一対の前記素子端子が互いに接続されていることを特徴とする請求項１０に記載
のサスペンション用基板。
【請求項１２】
　前記素子配線の各々は、対応する前記導電接続部に接続されていることを特徴とする請
求項１１に記載のサスペンション用基板。
【請求項１３】
　前記端子接続構造部は、前記絶縁層を貫通する一対の追加導電接続部を有し、
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　前記素子配線の各々は、対応する前記追加導電接続部に接続されていることを特徴とす
る請求項１１に記載のサスペンション用基板。
【請求項１４】
　前記配線層上に、第２の絶縁層を介して積層配線部が設けられ、
　前記第２の絶縁層に、当該第２の絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記端子接続構造部は、前記積層配線部と一対の前記導電接続部とにより構成され、
　前記素子端子の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記積層配線部に接続されて
、一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求項１０に記載のサス
ペンション用基板。
【請求項１５】
　前記素子配線の各々は、対応する前記導電接続部に接続されていることを特徴とする請
求項１４に記載のサスペンション用基板。
【請求項１６】
　前記端子接続構造部は、前記第２の絶縁層を貫通する一対の追加導電接続部を有し、
　前記素子配線の各々は、対応する前記追加導電接続部に接続されていることを特徴とす
る請求項１５に記載のサスペンション用基板。
【請求項１７】
　前記端子接続構造部は、一対の前記素子端子に対して前記ヘッド部とは反対側に配置さ
れ、
　一対の前記素子端子に、対応する前記素子配線が接続されていることを特徴とする請求
項１に記載のサスペンション用基板。
【請求項１８】
　前記金属支持層は、金属支持層本体と、前記金属支持層本体から分離された金属支持層
分離体と、を有し、
　前記絶縁層に、当該絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記端子接続構造部は、前記金属支持層分離体と一対の前記導電接続部とにより構成さ
れ、
　前記素子端子の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記金属支持層分離体に接続
されて、一対の前記素子端子が互いに接続されていることを特徴とする請求項１７に記載
のサスペンション用基板。
【請求項１９】
　前記配線層上に、第２の絶縁層を介して積層配線部が設けられ、
　前記第２の絶縁層に、当該第２の絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記端子接続構造部は、前記積層配線部と一対の前記導電接続部とにより構成され、
　前記素子端子の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記積層配線部に接続されて
、一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求項１７に記載のサス
ペンション用基板。
【請求項２０】
　前記テール部において、一対の前記素子端子と共に列状に配置されたテール端子が設け
られており、
　一対の前記素子端子は、前記テール端子の一方の側に配置されていることを特徴とする
請求項１に記載のサスペンション用基板。
【請求項２１】
　前記端子接続構造部は、一対の前記素子配線と一対の前記素子端子との間に配置され、
　一対の前記素子配線と前記端子接続構造部との間に、一対の前記素子配線を互いに接続
した配線接続構造部が設けられ、
　前記配線接続構造部と前記端子接続構造部とは、共通配線を介して接続されていること
を特徴とする請求項２０に記載のサスペンション用基板。
【請求項２２】
　前記端子接続構造部は、一対の前記素子端子に対して前記ヘッド部とは反対側に配置さ
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れ、
　一対の前記素子配線と一対の前記素子端子との間に、一対の前記素子配線を互いに接続
した配線接続構造部が設けられ、
　前記配線接続構造部と一方の前記素子端子とは、共通配線を介して接続されていること
を特徴とする請求項２０に記載のサスペンション用基板。
【請求項２３】
　前記配線層は、前記端子接続構造部を構成する端子接続配線を更に有し、
　前記端子接続配線は、一対の前記素子端子を、同一平面上において互いに接続すること
を特徴とする請求項２１または２２に記載のサスペンション用基板。
【請求項２４】
　前記金属支持層は、金属支持層本体と、前記金属支持層本体から分離された金属支持層
分離体と、を有し、
　前記絶縁層に、当該絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記配線接続構造部は、前記金属支持層分離体と一対の前記導電接続部とにより構成さ
れ、
　前記素子配線の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記金属支持層分離体に接続
されて、一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求項２３に記載
のサスペンション用基板。
【請求項２５】
　前記配線層上に、第２の絶縁層を介して積層配線部が設けられ、
　前記第２の絶縁層に、当該第２の絶縁層を貫通する一対の導電接続部が設けられ、
　前記配線接続構造部は、前記積層配線部と一対の前記導電接続部とにより構成され、
　前記素子配線の各々は、対応する前記導電接続部を介して前記積層配線部に接続され、
一対の前記素子配線が互いに接続されていることを特徴とする請求項２３に記載のサスペ
ンション用基板。
【請求項２６】
　前記配線接続構造部は、実装される前記アクチュエータ素子の近傍に配置されているこ
とを特徴とする請求項２０乃至２５のいずれかに記載のサスペンション用基板。
【請求項２７】
　前記端子接続構造部は、前記テール部に配置されていることを特徴とする請求項１乃至
２６のいずれかに記載のサスペンション用基板。
【請求項２８】
　前記端子接続構造部は、平面視で前記素子端子に重なるように配置されていることを特
徴とする請求項１乃至２６のいずれかに記載のサスペンション用基板。
【請求項２９】
　前記外部接続基板に連結された請求項１乃至２８のいずれかに記載の複数のサスペンシ
ョン用基板を備えたサスペンション用基板の組合体において、
　複数の前記サスペンション用基板のうちの一の前記サスペンション用基板の一方の前記
素子端子と、当該一のサスペンション用基板に隣り合う他の前記サスペンション用基板の
一方の前記素子端子とが、互いに電気的に接続されていることを特徴とするサスペンショ
ン用基板組合体。
【請求項３０】
　請求項１乃至２８のいずれかに記載の前記サスペンション用基板と、
　前記サスペンション用基板に実装された前記アクチュエータ素子と、を備えたことを特
徴とするサスペンション。


	header
	written-amendment

